
感染防止の措置について（明徳小） 

 広島市内に感染者が確認されたことを受け，3月 21日（土）の卒業証書授与式について，

呉市より基本方針の改訂がありましたのでお知らせします。 

①校門に入ってから出るまで，全員のマスク着用を徹底すること 

②当日の朝，児童への健康観察を徹底すること。健康観察の結果発熱がある児童は保健室で

休養させ，必要に応じて医療機関へ受診させること 

③保護者の参加については，原則各家庭 2名以内を要請する。なお，乳幼児等を家庭に残す

ことができない場合は，その限りではない 

④式終了後は，児童をできるだけ速く帰宅させること 

 

＊呉市内に感染者が確認された場合など，今後の状況に応じて上記の内容等を変更する場

合もあります。その際は緊急メールで配信します。 

 

呉市立明徳小学校 

校長 堀 啓一 


